
令和 8 年 2 月 24 日 
中日本高速道路株式会社 

 
 

設計単価の改定（令和８年３月）および入札公告等済の案件への適用について 
 
 中日本高速道路株式会社では、令和８年３月１日に工事、調査等業務（以下「工事等」と 
いう。）の工事費等の算出に用いる設計労務単価および設計技術者単価について改定を行い、 
現在、入札手続き中の工事等で令和８年３月１日以降の日を入札（見積）書の締切日とする 
工事等から、改定後の設計単価を用いることとします。 


